
公
害
防
止
対
策
、
廃
棄
物
処
理
政
策

　
大
気
汚
染
防
止
法
と
水
質
汚
濁
防
止
法
の
改
正
法
が
２
０
１
１
年
４
月
か
ら
完
全
施
行
さ
れ
る
予
定
だ
。
測
定
記

録
の
改
ざ
ん
に
対
し
罰
則
を
設
け
る
な
ど
、
企
業
の
公
害
防
止
管
理
を
厳
格
化
す
る
。
ま
た
廃
棄
物
処
理
法
の
改
正

法
も
４
月
か
ら
施
行
。
廃
棄
物
の
適
正
処
理
や
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
強
化
策
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
の
優
良

認
定
制
度
な
ど
が
実
施
さ
れ
、
企
業
は
対
応
を
迫
ら
れ
る
。

公
害
防
止
計
画
制
度

改
正
廃
棄
物
処
理
法

順法・透明性で優遇措置優良産業廃棄物処理業者認定制度

記
録
の
改
ざ
ん
に
罰
則
４
月
施
行

内
容
重
点
化
で
効
果
引
き
出
す

処
理
責
任
元
請
け
一
元
化
建
設
廃
棄
物

改正廃棄物処理法のポイント
適正処理対策の強化
●産業廃棄物の自社保管に関する届け出制度を創設

●建設系廃棄物に関する処理責任を元請け業者に一元化

●マニフェストの交付者は交付したマニフェストの写し Ａ票 を５年間保存
しなければならない

●処理業者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けて
はならない

●処理業者は適正な処理が困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者
に通知しなければならない

●従業員が不法投棄を行った場合に事業主の法人に課す罰金を１億円以下か
ら３億円以下に引き上げ

処理施設の維持管理対策の強化
●処理施設設置者に対し都道府県による定期検査を義務付け

●処理施設の維持管理情報の公開を義務化

●設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理
を確保するため、設置許可を取り消された者またはその承継人に維持管理
を義務付け

産業廃棄物処理業の優良化の推進

●優良産業廃棄物処理業者認定制度を創設。認定業者は処理業の許可の有効
期間を５年から７年に延長

排出抑制の徹底

●産業廃棄物の多量排出事業者が処理計画書や実施状況報告書を提出しない
場合、 万円以下の過料に処す

適正な循環的利用の確保

●廃棄物を輸入できる者として「国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者な
どに委託して行う者」を追加

焼却時の熱利用の促進

●熱回収施設設置者の認定制度を創設。認定業者は産業廃棄物の保管基準を
日分から 日分に緩和

改正大気汚染防止法 水質汚濁防
止法のポイント

●工場から出るばい煙の量や排水の汚染
状態の測定結果の記録だけでなく、保
存も義務付け。測定結果の未記録や虚
偽記録、記録を保存しなかった者は
万円以下の罰金

●継続してばい煙の排出基準超過の恐れ
がある場合、自治体は改善命令の発動
が可能に

●国が指定した有害物質を含む水を事故
で排出してしまった企業に対し、応急
措置の実施や自治体への届け出を義務
付け

厳格な管理企業に課す
改
正
大
気
汚
染
・
水
質
汚
濁
防
止
法

（ ） 　　 （第２部） ２０１１年 平成２３年 ２月２８日 月曜日 　　

　
環
境
相
の
諮
問
機
関
で
あ

る
中
央
環
境
審
議
会

中
環

審

は
「
今
後
の
公
害
防
止

計
画
制
度
の
在
り
方
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
意
見
具
申
書

を
ま
と
め
、

年

月

日

に
松
本
龍
環
境
相
に
提
出
し

た
。
公
害
防
止
計
画
の
機
能

は
今
後
も
有
用
で
あ
る
と
し

て
制
度
の
存
続
が
必
要
と
す

る
一
方
、
計
画
内
容
の
重
点

化
な
ど
制
度
の
効
果
を
上
げ

る
た
め
の
見
直
し
を
求
め

た
。

　
公
害
防
止
計
画
制
度
は
国

と
自
治
体
、
事
業
者
が
連
携

し
、
公
害
防
止
施
策
を
総
合

的
に
講
じ
る
た
め
の
枠
組
み

と
し
て

年
に
始
ま
っ
た
。

著
し
い
公
害
が
す
で
に
発

生
、
ま
た
は
公
害
が
激
し
く

な
る
恐
れ
が
あ
る
地
域
が
あ

る
場
合
、
環
境
相
は
都
道
府

県
知
事
に
公
害
防
止
計
画
の

策
定
を
指
示
し
、
都
道
府
県

知
事
は
策
定
し
た
計
画
に
つ

い
て
環
境
相
の
同
意
を
得
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
現
在
は

地
域

都
府
県

で
計

画
が
策
定
さ
れ
、
す
べ
て
の

計
画
は

年
度
末
で
期
限
を

迎
え
る
。
制
度
開
始
か
ら
約

年
が
過
ぎ
、
中
環
審
は
今

後
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
き

た
。

　
意
見
具
申
書
で
は
粒
径
が

２
・
５

以
下
の
微
小
粒

子
状
物
質

Ｐ
Ｍ
２
・
５

の
環
境
基
準
設
定
な
ど
も
踏

ま
え
、
計
画
制
度
の
機
能
は

引
き
続
き
有
用
で
存
続
が
必

要
と
指
摘
し
た
。
一
方
で
計

画
策
定
に
関
す
る
環
境
相
の

指
示
を
廃
止
し
、
都
道
府
県

知
事
の
自
主
判
断
と
す
る
な

ど
の
見
直
し
も
併
せ
て
要

求
。
取
り
組
む
べ
き
課
題
の

重
点
化
も
求
め
た
。

　
公
害
防
止
計
画
に
基
づ
き

実
施
さ
れ
る
事
業
に
は
、
財

政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律

公
害
財
特
法

に
基

づ
く
支
援
措
置
が
講
じ
ら
れ

る
。
同
法
律
は

年
度
末
に

適
用
期
限
を
迎
え
る
が
、
中

環
審
は
現
段
階
で
廃
止
す
れ

ば
事
業
実
施
に
支
障
が
出
か

ね
な
い
と
し
て

年
の
期
間

延
長
を
要
望
。
こ
れ
を
受
け

政
府
は

年
１
月

日
に

年
間
の
期
間
延
長
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
同
法
律
の
改
正
案

を
閣
議
決
定
し
た
。

　
大
気
汚
染
防
止
法
と
水
質

汚
濁
防
止
法
の
改
正
法
は
、

年
５
月
に
国
会
で
成
立
し

た
。
事
業
者
に
汚
染
要
因
の

排
出
状
況
の
把
握
や
汚
染
防

止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と
を
求
め
た
「
責
務
規

定
」
の
項
目
は
同
８
月
に
先

行
し
て
施
行
。
残
り
の
部
分

は

年
４
月
１
日
の
施
行
に

向
け
て
、
準
備
が
進
ん
で
い

る
。

　
改
正
法
で
は
工
場
か
ら
出

る
ば
い
煙
の
量
や
排
水
の
汚

染
状
態
の
測
定
結
果
の
記
録

だ
け
で
な
く
、
保
存
も
義
務

付
け
た
。
測
定
デ
ー
タ
の
改

ざ
ん
を
取
り
締
ま
る
の
が
狙

い
。
測
定
結
果
の
未
記
録
や

虚
偽
の
記
録
、
記
録
を
保
存

し
な
か
っ
た

者
に
は

万

円
以
下
の
罰

金
を
科
す
。

　
改
正
大
気

汚
染
防
止
法

で
は
、
人
の

健
康
や
生
活

環
境
に
被
害

を
生
じ
さ
せ

る
か
ど
う
か

に
か
か
わ
ら

ず
、
継
続
し
て
ば
い
煙
の
排

出
基
準
超
過
の
恐
れ
が
あ
る

場
合
は
自
治
体
が
改
善
命
令

を
発
動
で
き
る
よ
う
に
し

た
。

　
ま
た
改
正
水
質
汚
濁
防
止

法
で
は
、
汚
水
流
出
に
よ
る

被
害
の
拡
大
防
止
策
を
強

化
。
国
が
指
定
し
た
有
害
物

質
を
含
む
水
を
事
故
で
排
出

し
て
し
ま
っ
た
企
業
に
対

し
、
応
急
措
置
の
実
施
や
自

治
体
へ
の
届
け
出
を
義
務
付

け
た
。

　
改
正
廃
棄
物
処
理
法
施
行

に
伴
い
、
環
境
省
は
産
業
廃

棄
物
処
理
業
者
の
優
良
認
定

制
度
を
創
設
す
る
。
認
定
業

者
に
対
し
て
は
処
理
業
の
許

可
の
有
効
期
間
を
５
年
か
ら

７
年
に
延
長
し
、
事
務
手
続

き
の
負
担
を
軽
減
す
る
。
優

良
な
処
理
業
者
の
育
成
に
つ

な
げ
る
と
と
も
に
、
認
定
業

者
を
リ
ス
ト
化
す
る
こ
と
で

排
出
事
業
者
が
よ
り
信
頼
性

の
高
い
処
理
委
託
先
を
検
索

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　
優
良
認
定
制
度
は
現
行
の

優
良
性
評
価
制
度
を
衣
替
え

す
る
形
で
実
施
。

実
績
と

順
法
性

事
業
の
透
明
性

環
境
配
慮
の
取
り
組
み

電

子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

財
務
体

質
の
健
全
性
―
の
五
つ
の
基

準
に
適
合
す
る
処
理
業
者
を

優
良
と
認
定
す
る
。
認
定
業

者
に
は
処
理
業
の
許
可
の
有

効
期
限
を
２
年
延
長
す
る
特

例
措
置
を
適
用
。
許
可
証
に

一
目
で
分
か
る
「
優
良
マ
ー

ク
」
を
表
示
す
る
こ
と
で
外

部
へ
の
ア
ピ
ー
ル
効
果
も
高

め
る
。

　
現
行
の
評
価
制
度
に
は

「
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
や

「
財
務
体
質
の
健
全
性
」
の

基
準
は
な
く
、
処
理
業
者
に

と
っ
て
優
良
認
定
取
得
の
ハ

ー
ド
ル
が
上
が
っ
た
の
も
事

実
。
一
方
、
排
出
事
業
者
に

と
っ
て
は
処
理
委
託
先
の
信

頼
性
や
健
全
性
が
高
ま
る
こ

と
で
不
適
正
処
理
の
リ
ス
ク

を
回
避
・
軽
減
で
き
る
。

　
改
正
法
施
行
後
は
、
多
量

排
出
事
業
者
に
提
出
を
義
務

付
け
て
い
る
処
理
計
画
書
と

実
施
状
況
報
告
書
に
、
優
良

認
定
業
者
へ
の
処
理
委
託
量

を
記
載
す
る
欄
を
新
設
。
優

良
認
定
業
者
へ
の
処
理
委
託

を
促
進
す
る
。

　

年
４
月
施
行
の
改
正
廃

棄
物
処
理
法
は
産
業
廃
棄
物

の
排
出
事
業
者
、
処
理
業
者

の
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
改

正
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
産
業
廃
棄
物
を
適
正

処
理
す
る
た
め
の
対
策
と
し

て
、
排
出
事
業
者
が
産
業
廃

棄
物
を
自
社
保
管
す
る
場
合

に
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
け

出
を
義
務
付
け
る
制
度
を
創

設
す
る
。
建
設
廃
棄
物
の
処

理
責
任
は
建
設
工
事
の
元
請

け
業
者
に
一
元
化
。産
業
廃

棄
物
管
理
票

マ
ニ
フ
ェ
ス

ト

の
交
付
者
に
交
付
し
た

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
写
し
を
５

年
間
保
存
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
る
。

　
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が

事
故
や
施
設
の
休
廃
止
な
ど

で
適
正
処
理
が
困
難
に
な
っ

た
場
合
に
、

日
以
内
に
排

出
事
業
者
へ
の
通
知
を
義
務

付
け
る
制
度
も
創
設
す
る
。

通
知
を
受
け
た
排
出
事
業
者

は
環
境
上
の
支
障
が
生
じ
な

い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
る
と

と
も
に
、
通
知
受
領
日
か
ら

日
以
内
に
都
道
府
県
知
事

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
罰
則
も
強
化
し
、

従
業
員
が
廃
棄
物
の
不
法
投

棄
を
行
っ
た
場
合
に
事
業
主

の
法
人
に
科
す
罰
金
を
従
来

の
１
億
円
以
下
か
ら
３
億
円

以
下
に
引
き
上
げ
た
。

　
一
方
、
改
正
法
で
は
廃
棄

物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
対

策
も
強
化
。
処
理
施
設
の
設

置
許
可
を
受
け
た
者
は
５
年

３
カ
月
以
内
ご
と
に
、
都
道

府
県
知
事
の
検
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定

を
設
け
た
。
処
理
施
設
の
維

持
管
理
情
報
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
で
の
開
示
も
義
務

化
。
最
終
処
分
場
の
設
置
許

可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に

は
、
処
分
場
が
廃
止
基
準
に

適
合
す
る
と
都
道
府
県
知
事

に
確
認
さ
れ
る
ま
で
の
維
持

管
理
を
義
務
付
け
、
管
理
者

不
在
と
な
る
状
況
を
防
ぐ
。

　
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
対
策

で
は
、
産
業
廃
棄
物
発
生
量

が
年
間
１
０
０
０

以
上
の

多
量
排
出
事
業
者
が
処
理
計

画
や
実
施
状
況
報
告
書
の
国

へ
の
提
出
義
務
を
守
ら
な
い

場
合
に
、

万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
措
置
を
設
け
た
。

ま
た
廃
棄
物
の
循
環
利
用
を

促
進
す
る
た
め
、
途
上
国
か

ら
廃
棄
物
を
輸
入
す
る
際
の

条
件
を
緩
和
。
現
行
法
は
輸

入
廃
棄
物
を
自
ら
処
分
す
る

者
し
か
輸
入
申
請
で
き
な
か

っ
た
が
、
改
正
法
で
は
メ
ー

カ
ー
な
ど
が
輸
入
申
請
し
産

業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
処
分

を
委
託
す
る
ケ
ー
ス
も
認
め

る
。

　
地
球
温
暖
化
対
策
の
一
環

と
し
て
廃
棄
物
焼
却
時
の
熱

利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
熱

回
収
施
設
設
置
者
の
認
定
制

度
を
創
設
す
る
。
熱
回
収
効

率
の
向
上
の
た
め
の
ス
ケ
ー

ル
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し
、
認

定
事
業
者
に
対
し
て
は
通
常

日
分
と
し
て
い
る
処
分
用

産
業
廃
棄
物
の
保
管
基
準
を

日
分
ま
で
緩
和
す
る
。

　
さ
ら
に
産
業
廃
棄
物
収
集

運
搬
業
の
許
可
手
続
き
も
緩

和
。
現
在
は
積
み
下
ろ
し
を

行
う
す
べ
て
の
都
道
府
県
や

廃
棄
物
処
理
法
に
お
け
る
政

令
市
の
許
可
を
取
得
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
改
正
法

で
は
一
つ
の
政
令
市
を
越
え

て
収
集
運
搬
業
を
行
う
場
合

は
都
道
府
県
の
許
可
の
み
を

受
け
れ
ば
良
い
こ
と
と
し

た
。
例
え
ば
全
国
で
収
集
運

搬
業
を
行
う
場
合
、
従
来
は

全
都
道
府
県
と
全
政
令
市
を

合
わ
せ
て
計
１
０
９
件
の
許

可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
改
正
法
施
行
後
は

都

道
府
県
の
許
可
を
得
れ
ば
よ

く
な
り
、
手
続
き
の
負
担
が

大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
。


